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1. 研究の概要 

1.1 研究の背景と目的 

土地区画整理事業は、我が国の市街地整備を代表する

手法として、戦前、戦後を通じ、多くの地域で活用され

ている。同事業は道路、公園、河川等の公共施設と宅地

の一体的整備により、新たな土地利用に対応し、かつ都

市空間を形成する事業である。 

一般的にひとつの地区からなり、その地区内で換地計

画が行われ、宅地の整序とともに道路や公園が整備され

る。これに対して大阪府松原市天美東地区では、複数の

地区を一体的に整備し、その地区間飛び換地をする事業

が行われた。この結果、それまで停滞していた事業が地

区外の土地を利用することで円滑に進められた。このよ

うな手法が用いられた事例は我が国でも数少ないが存在

し、「飛び施行」と呼ばれている。 

このような複数の地区間で飛び換地をする飛び施行の

事例を個別に紹介した文献対象あるが、全国の事例を対

象として、その特徴を示した研究は見られない。 

本研究は、事業経緯や目的、換地設計方式等の視点か

ら飛び施行の実態を明らかにし、各事例を比較検討する

ことでその特徴を見出し、土地区画整理事業の汎用性の

高めることの一助にすることを目的とする。 

1.2 研究の方法 

文献等から飛び施行を活用した事例を抽出し、事例の

施行者（市区町村、

組合等）にヒアリン

グまたはメールでの

アンケート調査を行

った。文献調査では

得られない土地評価

方法や換地設計方式

を主に調査を行った。

経緯や目的、換地設

計方式等の項目ごと

に比較・分析し、飛

び施行の実態を明ら

かにする。研究の流

れを図 1 に示す。 

表 2 比較一覧表 

表 1 研究対象地区 

図 1 研究フロー 



2. 研究対象地区 

 表１の飛び施行を活用した 10 地区の施行者に対して

ヒアリングまたはメールでの調査をし、そのうち回答の

あった 8 地区を研究対象地区とする。 

3. 調査の概要 

 研究対象地区の 8 地区の入手できる資料だけでは不明

な点が多く、詳細な事業内容を把握することができない

ため、施行者にヒアリングまたはメールで照会した。質

問項目として、「事業の経緯と目的」、「複数地区の当時の

土地状況」、「土地評価差の有無」、「土地評価方法」、「換

地設計方式」といった内容の調査を行った。これらの質

問項目について地区ごとに比較・分析を行った。 

4. 比較・分析結果 

 経緯と目的からは３つのパターンに分類できる。密集

市街地の解消や道路や公園等の公共施設の用地確保を目

的とした「用地確保型」、住工商混在の解消を目的とした

「混在解消型」、未利用地や遊休農地の土地活用を目的と

した「土地活用型」に分類できる。 

 「土地活用型」は一般的な区画整理と同じような減歩

率となっているが、「用地確保型」、「混在解消型」は約半

分の減歩率となっていることがわかる。また、ほとんど

の地区は当初、飛び施行を検討していない。事業をすす

めるにあたって、公共用地の確保の困難、建物移転の困

難などの問題の解決策として飛び施行を活用していた。

4.2 土地状況と土地評価 

 飛び地と元の施行地区が、市街地と工場跡地、市街地

と農地といった土地状況が異なる地区では、土地評価差

が大きくなっており、農地と農地といった土地条件が同

等の地区では土地評価差が小さくなっていることがわか

った。これは土地状況や地区の位置や距離が土地評価差

に影響していることがわかる。 

 また、経緯と目的での比較で分類した「土地活用型」

は土地評価差が特にない地区と一致しており、「用地確保

型」、「混在解消型」は土地評価差が大きい地区となって

いる。 

4.3 土地評価方法と換地設計方式 

 土地評価方法は、8 地区すべて路線価式土地評価方法

を用いている。また、換地設計方式は、新長田駅北駅を

除く 7 地区が一般的な比例評価式換地設計方式を用いて

いるが、新長田駅北地区は地積式換地設計方式を用いて

いる。地積式は減歩率を一律に設定し、土地評価を考慮

せず、従前従後の接道条件や間口から減歩率を加減し、

換地面積を当て込んでいく方式である。新長田駅北地区

は他の地区と比べ、減歩率は低い値となっている。 

 地積式を用いている新長田駅北地区は、戦後の区画整

理により、すでに減歩が行われており、その結果、狭小

宅地が多く存在していた。そのため地区内での用地買収

が難しくなり、震災復興での対応を必要であった。そこ

で、飛び施行を活用することで用地を確保し、地積式を

採用することで、減歩率を低く抑えた。 

4.4 地区計画 

 松原市天美東地区では地区計画内での飛び換地を前

提条件として飛び施行を活用した経緯がある。 

 地区計画は、全域が 2 地区、一部分が 2 地区あり、残

りは定められていない。地区計画が定められている地区

は当時の土地状況が農地や低未利用地になっており、新

たに市街地を形成する地区に地区計画が定められている

ように考えられる。 

5. まとめ 

 本研究で以下の特徴と汎用性を高める要因が挙げられ

る。 

1）飛び地との土地評価差が大きければ、または、農地や

工場跡地などの未利用地を利用した飛び施行は施行地

区全体の減歩率が低くなる。 

2）一般的な比例評価式を用いるが、状況により地積式を

用いることもできる。 

3）未利用地等を活用することで、有効的な土地活用が図

れ、事業を促進することができるが、周辺に未利用地

等の確保が重要となる。 

4）その状況にあった換地設計方式をとり、検討すること

で汎用性を高める。 

また、施行者へのヒアリングまたはメールでの照会で以

下の知見が得られた。 

1）申し出換地により飛び地へ換地する地権者を募る必要

があり、申し出がなければ、事業が困難となる。 

2）単独での施行では遊休地が少ない場合、建付け地の買

収を余儀なくされることから困難が予想されたが、飛

び地の活用により先行買収の円滑化が図られる。 

6. 今後のあり方 

一体的なまちづくりをすすめるために、それぞれの土

地利用を個別で考えるのではなく、地区計画等で一体的

な整備をする必要があるのではないだろうか。 
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図２ 比例評価式と地積式 


